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栃
木
市
地
域
公
共
交
通
網
形

成
計
画
（
素
案
）
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意

見
募
集
）

　

市
で
は
、「
栃
木
市
地
域
公

共
交
通
網
形
成
計
画
」
の
制
定

に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
ま

す
。
本
計
画
は
、「
市
民
」「
交

通
事
業
者
」「
市
」
が
一
体
と

な
り
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た

持
続
可
能
な
地
域
交
通
を
実
現

す
る
た
め
、
今
後
10
年
間
の
公

共
交
通
の
方
向
性
を
定
め
る

「
公
共
交
通
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
」
と
し
て
策
定
し
ま
す
。
こ

の
計
画
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご

意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
期
間　

９
月
18
日
（
火
）

ま
で

閲
覧
場
所　

交
通
防
犯
課
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）、
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国

府
の
各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　

閲
覧
場
所
の
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
。
９
月
18
日（
火
） 

必
着

直
接
提
出　

交
通
防
犯
課
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階　
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分
）

郵
送　

〒
３
２
８
︲
８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
栃
木
市
交
通
防

犯
課
あ
て

FAX 

（21）
２
６
８
０

✉sim
in03@

city.tochigi.
lg.jpそ

の
他　

提
出
さ
れ
た
意
見
等

は
後
日
公
表
し
ま
す
（
住
所
・

氏
名
等
は
非
公
開
）。
意
見
に
対

す
る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
３

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に 

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

10
月
１
日
現
在
で
、
住
宅
・

土
地
統
計
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に

基
づ
く
基
幹
統
計
調
査
と
し
て

国
が
実
施
す
る
重
要
な
統
計
調

査
で
す
。　

対
象　

平
成
27
年
国
勢
調
査

の
調
査
区
の
中
か
ら
、
総
務

大
臣
が
指
定
し
た
調
査
区
に

お
い
て
、
選
ば
れ
た
全
国
約

３
７
０
万
世
帯

調
査
の
目
的　
我
が
国
に
お
け

る
住
戸
に
関
す
る
実
態
並
び
に

現
住
居
以
外
の
住
宅
お
よ
び
土

地
の
保
有
状
況
、
そ
の
他
住
宅

等
に
居
住
し
て
い
る
世
帯
に
関

す
る
実
態
を
調
査
し
、
そ
の
現

状
と
推
移
を
全
国
お
よ
び
地
域

別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
住
生
活
関
連
諸
施
策
の
基

礎
資
料
を
得
る
こ
と

調
査
方
法　
対
象
と
な
る
世
帯

に
は
、
９
月
中
旬
に
統
計
調
査

員
が
調
査
書
類
を
配
布
（
郵
便

受
け
に
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
）
し
ま

す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

の
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を
し
な
い

場
合
は
、
紙
の
調
査
票
で
の
回

答
も
可
能
で
す
。

調
査
に
回
答
い
た
だ
い
た
内
容

は
統
計
法
に
よ
り
厳
重
に
保
護

さ
れ
、
統
計
以
外
の
目
的
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
調
査
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
※
調
査
員
は
調
査

員
証
を
つ
け
て
訪
問
し
ま
す
。

い
き
な
り
電
話
等
で
調
査
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
こ

の
よ
う
な
不
審
な
電
話
等
が

あ
っ
た
場
合
は
、
問
い
か
け
に

回
答
せ
ず
、
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問 

総
合
政
策
課
☎

（21）
２
３
０
６

９
月
１
日
～
10
日
は
「
屋
外

広
告
物
適
正
化
旬
間
」
で
す

　

店
舗
や
事
業
所
等
に
表
示
・

案
内
看
板
、
立
看
板
、
の
ぼ
り

旗
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
事

前
の
許
可
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
近
年
、
看
板
の
一
部
が
落
下

し
、
歩
行
者
を
負
傷
さ
せ
る
事

故
が
増
え
て
い
ま
す
。
サ
ビ
や

腐
食
、
破
損
等
が
無
い
か
日
々

安
全
点
検
を
実
施
し
、
適
切
な

維
持
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
台
風
や
荒
天
時
に

は
、
立
看
板
や
の
ぼ
り
旗
を
片

付
け
て
く
だ
さ
い
。

問 

都
市
計
画
課
☎

（21）
２
４
３
２

敬
老
祝
金
の
お
知
ら
せ

　
長
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献

し
て
き
た
高
齢
者
の
長
寿
を
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
お
祝
い

す
る
た
め
、
敬
老
祝
金
を
支
給

し
ま
す
。

対
象
者
お
よ
び
支
給
金
額

　
９
月
１
日
に
お
い
て
、
栃
木

市
に
引
続
き
１
年
以
上
住
所
を

有
す
る
方
で
、
平
成
30
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
31
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
、
次
の
誕
生
日
を

迎
え
る
方

85
歳
（
昭
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
昭
和
９
年
３
月
31
日
）

･･･

１
万
円

90
歳
（
昭
和
３
年
４
月
１
日
か

ら
昭
和
４
年
３
月
31
日
）

･･･

２
万
円

95
歳
（
大
正
12
年
４
月
１
日
か

ら
大
正
13
年
３
月
31
日
）

･･･

３
万
円

１
０
０
歳
（
大
正
７
年
４
月
１

日
か
ら
大
正
８
年
３
月
31
日
）

･･･

10
万
円

１
０
１
歳
以
上
（
大
正
７
年
３

月
31
日
以
前
）･･･

５
万
円

支
給
期
間

平
成
30
年
９
月
か
ら
随
時　

※
対
象
者
に
民
生
委
員
等
が
直

接
お
渡
し
に
伺
い
ま
す
。

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
９

９
月
10
日
は「
下
水
道
の
日
」　

下
水
道
利
用
の
お
願
い

　
市
で
は
、
よ
り
衛
生
的
で
快

適
な
生
活
や
、
河
川
等
の
水
環

境
の
保
全
の
た
め
に
、
公
共
下

水
道
や
農
業
集
落
排
水
が
使
え

る
区
域
に
お
住
ま
い
の
方
に
、

速
や
か
な
下
水
道
へ
の
接
続
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
接
続
工

事
は
、
市
に
登
録
さ
れ
た
下
水

道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
へ
ご

依
頼
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
で
は
接
続
工
事
に

要
す
る
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん

（
利
子
補
給
）
を
行
っ
て
い
ま

す
。

※
公
共
下
水
道
お
よ
び
西
方
地

域
で
農
業
集
落
排
水
を
ご
利
用

で
井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
世

帯
、
ま
た
は
大
平
地
域
・
藤
岡

地
域
で
農
業
集
落
排
水
を
使
用

し
て
い
る
世
帯
は
、
使
用
人
数

に
よ
り
使
用
料
が
変
わ
り
ま

す
。
使
用
人
数
が
変
更
に
な
っ

た
と
き
は
、
企
業
経
営
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。　

問 

下
水
道
の
料
金
：
企
業
経

営
課　
　
　
　
☎

（25）
２
１
０
４

下
水
道
の
接
続
：
下
水
道
建
設

課　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
９
０

秋
の
交
通
安
全
運
動 

９
月
21
日（
金
）～
30
日（
日
）

　
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た

が
主
役
で
す
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で

住
み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指

す
た
め
、
交
通
安
全
運
動
を
実

施
し
ま
す
。

　
交
通
マ
ナ
ー
を
遵
守
し
、
交

通
事
故「
０
」を
目
指
し
ま
し
ょ

う
！

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

平
成
30
年
度 

栃
木
市
交
通
安
全
市
民
大
会

　
秋
の
交
通
安
全
運
動
の
機
会

に
、
あ
ら
た
め
て
交
通
安
全
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

栃
木
県
警
音
楽
隊
・
カ
ラ
ー

ガ
ー
ド
隊
に
よ
る
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
も
楽
し
め
ま
す
。

日
時　
９
月
22
日
（
土
）
14
時

～
16
時

場
所　
栃
木
文
化
会
館
（
旭
町
）

内
容　
式
典
、ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

市内の一部コンビニへＡＥＤを設置しました
　市では、応急救護体制の充実を図るため、市内の一部コンビニエンススト
アへ自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置しました。24 時間いつでも、こ
れらのＡＥＤを使用した救命活動が可能です。設置した店舗は下記の 10 店
舗です。緊急時のために場所を把握しておきましょう。
 セブンイレブン
　・栃木平井町店　・栃木大森町店　・栃木泉川町店　　・栃木大塚町店
　・大平西野田店　・藤岡町藤岡店　・西方バイパス店　・岩舟静和店
 ファミリーマート
　・栃木沼和田店　・栃木大橋店
※コンビニ従業員がＡＥＤを持って、救命現場まで駆けつけるわけではあり
ませんので、ご了承ください
ＡＥＤってなに？
 ＡＥＤは心臓が痙攣し、血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）に
なった心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための器械で
す。
ＡＥＤの効果
 心室細動に対する唯一の治療法はＡＥＤで電気ショックを与えることだと
いわれています。近年の調査において、ＡＥＤを使用し救命活動を行った場
合の救命率は、使用しなかった場合の救命率を大きく上回っていることが分
かっています。

 ただし、電気ショックが１分遅れるごとに救命
率は７～ 10％ずつ低下してしまうので、ＡＥ
Ｄを用いた救命活動は迅速に行う必要がありま
す。
ＡＥＤの使い方
ＡＥＤには音声ガイダンスが付いているので、
どなたでも使用できますが、市消防署で実施している応急手当講習会等を受
講されることをおすすめします。 

　問 健康増進課 ☎（25）３５１１

「敬老の日」に住宅用火災報知機を！
　毎年９月の第３月曜日は、老人を敬い長寿を祝う「敬老の日」
が制定されています。
　近年の住宅火災は死者に高齢者が多く、今後も高齢化の進展が
予想されます。高齢者を守るため、「敬老の日」に火災を早期に
知らせる「住宅用火災警報器」を設置してあげたり、代わりに
点検をしてあげましょう。
　大好きな家族が火災の
被害に遭わないよう、今年
の「敬老の日」は防火対策
を考える日にしませんか。

問 市消防本部予防課　
　　　　　☎（22）００７２

　119 番通報＋心臓マッサージ　　　　  …  救命率　16.4％
　119 番通報＋心臓マッサージ＋ＡＥＤ  …  救命率　53.3％
　　　　　　　　　総務省消防庁：平成 29 年度版救急・救助の現況　より

栃木県警カラーガード隊栃木県警カラーガード隊


